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みんなそろって投票しましょう�
郵便による不在者投票��

　重度身体障害者で、郵便投票証明書の交付を受けている
人ができます。請求は投票日の４日前までにしてください。
この場合、証明書の手続については、あらかじめお問い合
わせください。�
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転入された有権者の皆様へ��
　最近、播磨町の区域外から住所を異動された方は、投票
できない場合がありますとともに、兵庫県議会議員選挙に
おいては、投票場所が異なることもありますので、次の表
でお確かめください。�
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（注）新住所地市町（播磨町）が交付する引き続き県内居
住証明書が必要です。�

　（あらかじめ住民課に申し出て、交付を受けてください。
旧住所地において投票されるときに提出しなければなりま
せん。）�
　なお、１月４日以降に２回以上他の市町へ住所を移転し
た場合は、投票できません。�
��
転出される（された）有権者の皆様へ��

　播磨町議会議員選挙の投票については、４月27日（投票日）
までに転出された方は、投票できません。�
　兵庫県議会議員選挙については、１月４日以降兵庫県内
に転出し、新住所地に転入届を出した方は、旧住所地（播
磨町）において投票できます。上の表欄外（注）を参考に
してください。�
　詳しくは、選挙管理委員会にお問い合わせください。�

不在者投票ができます��
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　投票日に仕事、旅行などで投票に行くことのできない方は、
不在者投票ができます。�
�

 ☆不在者投票のできる期間および場所��
　期間　　選挙告示日から投票日の前日までの午前８時30

分から午後８時まで  �
　場所　　播磨町役場　第１庁舎１階ロビー�

▼
�

▼
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4月13日(日)県議会、27日(日)町議会の議員選挙�

兵庫県議会議員選挙�
  ＊告示日　４月４日(金)�
  ＊投票日　４月13日(日)

投票時間　　午前７時から午後８時まで�

播磨町議会議員選挙  �
 ＊告示日　４月22日(火)�
 ＊投票日　４月27日(日)

転入届出日�

兵庫県議会�

議員選挙�

○ 播磨町で投票�

　 できます�

（兵庫県内の他の市町からの転入）�
○ 旧住所地でできます�

（他府県から転入）�
× 投票できません�

（注）参照�

○ 投票できます� × 投票できません�
播磨町議会�
議員選挙�

転入届出日� 1月21日まで� 1月22日から�

1月3日まで� 1月4日から�
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　投票日に、通
知はがきを持っ
て投票所で提
出してください。�

　通知はがきがなくても、選挙人名簿に登録され
ている本人であることが確認できれば、投票する
ことができます。�

歯科医師による歯ぐきのチェックをしませんか。�
予防にはブラッシングが一番。歯科衛生士がコツをお教えします。�

対象者　20歳以上の播磨町住民�

日　時　4月29日（祝）午前10時～午後2時�

場　所　大中遺跡（健康福祉フェア会場）�

費　用　無料�

定　員　午前の部36人　午後の部36人�

　　　　先着順。定員になり次第締め切ります。�

申し込み　電話で健康福祉課へ　10794（35）2362

▼
�

問い合わせ　播磨町選挙管理委員会（役場総務課内）�
10794（35）0357 60794（35）3398

日時：４月29日（祝）午前９時～午後３時�
場所：大中古代の村（雨天中止）�

◆主　　　催　播磨町・播磨町教育委員会・�
　　　　　　　健康福祉フェア実行委員会�
◆共　　　催　（社福）播磨町社会福祉協議会・�
　　　　　　　（財）播磨町臨海管理センター・スポーツクラブ21はりま�
◆問い合わせ　生涯学習課（10794－35－0565）�
＊イベント内容については天候等の都合により予告なく変更することがありますのでご了承ください。�

▲花の即売や苗のプレゼントは大人気。今年は篠山市・�
　香住町・津名町・猪名川町のふるさと産品も出店�

○第８回播磨町福祉大会�
　車いす体験、アイマスク体験   �
　耳の相談、点訳体験、福祉クイズ�

○グラウンド・ゴルフ ○子ども体操�
○ペタンク ○つなひき�
○ゲートボール ○キックターゲット�
○クロリティー ○ティーボール�
○一輪車 ○パターゴルフ�
○ペロック ○ストラックアウト�

 ○骨量測定�
 ○歯の検診・ブラッシング指導�
 ○かむ力のテスト�
 ○妊婦体験シミュレーション�
 ○赤ちゃんだっこ体験�


